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「東証マザーズ指数先物」の取扱い開始について 

～先物取引の取扱銘柄を拡充します～ 

 
松井証券は、平成 28 年 7 月 19 日（火）（予定）より、先物取引の取扱銘柄に「東証マザーズ

指数先物」を追加し、大阪取引所における導入日に合わせて取扱いを開始することを決定しまし

た。当社が証券業界で初めて導入した、デイトレード専用『一日先物取引』においても、同銘柄

の取扱いを予定しております。 

 

東証マザーズ指数は日経平均株価と比較して日中値幅の変動率が大きいことが特徴です※1。ま

た、東証マザーズ市場の売買代金のうち 7割以上※2を個人投資家が占めており、最近においても、

売買が活発に行われ注目を集めています。そのため、「東証マザーズ指数先物」は個人投資家によ

る積極的な取引参加が期待されています。 

 

なお、当社は「東証マザーズ指数先物」以外に、「TOPIX先物」「ミニ TOPIX先物」「JPX日経

インデックス 400先物」「NYダウ先物」の 4銘柄についても、同日より取扱いを開始する予定で

す。 

 

松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。 

 

以上 

 
※1 出所：日本取引所グループ、「東証マザーズ指数先物のご案内」 

※2 出所：日本取引所グループ、「投資部門別売買状況（2015年）」 

※ 「一日先物取引」は、松井証券株式会社の登録商標です。 

 
 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

当社が取り扱う商品等に投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いた

だく場合があります。また、全ての商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがありま

す。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。各商品等への投資にか

かる手数料等およびリスクについては、当社 WEB サイトの当該商品等の取引ルール、契約締結

前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などに記載されていますので、当該 WEB サイトを

ご確認ください。 

■口座基本料は個人の場合には原則無料です。 

※各種書面の郵送交付には、年間 1,000円（税抜）をご負担いただく場合があります。 

■ 業者名等  松井証券株式会社  金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第 164号 

■ 加入協会名  日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 
 

【お客様からのお問い合わせ先】     【報道関係からのお問い合わせ先】 

口座開設サポート（平日 08:30～17:00）     常務取締役 和里田 聰 

0120-021-906（03-5216-0617）      03-5216-8650 

 


